
 

M E T A サッカースクール 会員規約 

2026 年 5 月 1 日 

META サッカースクール（以下、本スクール）のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

 

第 1 条（名称・所在地・運営） 

META サッカースクールの事務局は、〒104-0033 東京都中央区新川 1-2-10 に所在し、運営は株式会社ビスポークが行うものとする。 

 

第 2 条（目的） 

本スクールはスクール生のサッカー技術の向上および健全な心身の向上を目的とする。 

 

第 3 条（入会資格） 

⒈ 幼児（年中）から中学 3 年生までの男女とする。 ※4 月１日時点での学年 ※カテゴリーが追加される場合は変更となります。 

また、本スクールの趣旨・本規約に賛同し、心身ともに健康な者で、本スクール活動に支障がなく親権者または医師の許可・承諾を受け、対象学年に該

当し参加費用を納入後、本スクールが入会を認める判断をした者をスクール会員とする。本スクールが不適当と認める方は、入会資格がありません。 ま

た、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 

⒉ 自己都合による退会を２回行なった場合、３回目の入会はできないものとする。怪我や病気、転勤等、本スクールがやむを得ない事由とみなした

場合のみ入会を認める。 

 

第 4 条（在籍条件） 

１. 入会者は、入会時に、META サッカースクールが運営管理に使用するシステム（hacomono）へ登録するものとする。 

２. 本スクールに入会・在籍を希望する者は、本規約を十分理解し遵守しなければならない。また、各クラスの参加条件を理解したうえで、指定の方法にて

該当するクラスに申込むものとする。なお、定員に達しているクラスには入会できない。 

３. 入会者は入会金・年会費・月謝・ユニフォーム費用を指定の方法にて納入する。なお、指定された期日までに入金確認ができない場合は、入会をするこ

とができない。また、一度納入された諸費用は、いかなる場合も返金はしない。諸費用を納入する際の手数料は会員保護者負担とする。 

４. 入会を希望する者は、指定の入会申し込みフォームから必要事項を記入し、指定期日までに申し込みをしなければならない。個人情報は本スクールに

参加するに当たり必要な情報として扱うものとし、本スクールが責任を持って管理する。 

５. 新規入会者で注文をしたユニフォームはいかなる理由があろうとも商品を返品・変更することはできない。 

 

第 5 条（入会期間・振替・練習中止・欠席） 

１． 【入会期間】 入会期間は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年間とし、翌年度の継続更新は自動更新とし、セレクションをもって更新先クラスを

決定する。なお、更新を希望しない者は指定の方法にて退会の申し込みを行う。 

２． 【スケジュール】 本スクールのスケジュールは公表した年間スケジュールに沿って行う。但し、やむをえない事情がある場合には変更することができる。 

３． 【練習中止・振替】 悪天候や不慮の事態での練習中止による振替は、本スクールが定める振替指定日にて行う。 

４． 【振替】 自己都合(体調不良、怪我、学校行事、送迎など)の理由での欠席は、各自で hacomono より振替申請を行うものとする。振替期限は１ヶ月以内

とする。 

５． 【振替】 強化クラスの生徒が、選抜特進クラスへの振替を行うことはできない。他校に振替を行うことも可能とする。ただし、コーチが認めた選抜クラスの

レベルにある選手は選抜クラスへの振替可能とする。 

エリート⇨エリート・選抜・強化  /  選抜 ⇒ 選抜・強化  /  強化 ⇒ 強化  /  女子 ⇒ 強化  /  フィジカル ⇒ 強化  

※ フィジカルクラス・１DAY クリニックへの振替はできないものとする。  

 



 

６． 【イベントの欠席・返金・振替】 スクール生が、META で企画・運営・参加する大会、1day イベント、遠征、交流戦その他各種イベントについて、自己都合

により前日または当日に欠席の連絡を行った場合、理由の如何を問わず、参加費等の返金は行わないものとする。また、振替については、購入済みチ

ケットが次回同種イベントに利用可能な場合に限り認めるものとし、対象イベントは当スクールが別途定めるものとする。 

７． 【練習中止】 雨天等悪天候天災地変により通常トレーニングが中止の場合は、定められた振替日に実施するものとし、指定日に参加できない場合は、

各自で hacomono より振替を行うものとする。振替期限は１ヶ月以内とする。 

 

第 6 条（休会・復会・退会・曜日変更・追加・住所変更） 

１. 【休会】 １ヶ月以上の継続欠席の場合、休会希望月の前月１０日までに各自で hacomonoマイページ「契約管理」よりプランを変更・休会プランに変更を

行うと同時に担当コーチと事務局まで連絡を行い、怪我病気体調の不良等その他やむ得ない理由で事務局が正当事由と認め受理した場合のみ休会す

ることができる。（※他スクール等の検討は正当事由に当たりません。） 

休会期間の月謝は 1 ヶ月 1,000円とし、休会期間は最長３ヶ月とする。怪我病気体調の不良等その他含め事務局が正当事由を受理した場合のみ 

延長できる。 

２． 【復会】 復会する場合、休会時同様復会希望月の前月１０日までに各自で hacomonoマイページ「契約管理」よりプラン変更を行うと同時に担当コーチ

と事務局に連絡を行い、受理した翌月から復会することができる。 

３． 【退会】 退会する場合、退会を希望する月の前月１０日までに各自で hacomonoマイページ「契約管理」より退会手続き設定を行うと同時に担当コーチ

と事務局に連絡を行い、受理した翌月に退会をすることができる。 ※例：４月１０日退会連絡受理→４月末退会 / ４月１１日退会連絡受理→５月末退会  

（週複数回受講を減らす場合、上記同様前月１０日までに hacomono手続きを行うと同時に担当コーチと事務局に連絡を行い、翌月から変更することが

できる。） 

期日までに所定の手続きが行われなかった場合、当該費用の返金は一切行わないものとする。また、年度途中に退会した場合においても、年会費その

他の費用は返金しないものとする。次年度の年会費に関しては、前月３月１０日までに事務局に連絡を行い、受理した場合のみ次年度年会費の請求を

止めることができる。 

４． 【住所変更】 住所及び連絡先など入会時点より変更がある場合は hacomonoマイページで変更を行うと同時に事務局に連絡を行い速やかに変更手続

きを行わなければならない。 

５． 【曜日変更・追加】 曜日変更・曜日追加をする場合、変更を希望する月の前月１０日までに各自で hacomonoマイページ「契約管理」よりプラン変更を行

うと同時にの担当コーチと事務局に連絡を行い、受理した翌月に変更・追加をすることができる。 

６． 【各種手続きの期日と方法】 プラン変更、休会、退会その他前月１０日までの手続きが必要な事項については、hacomono 上での申請をもって正式な手

続きとする。hacomono メッセージ、メール、LINE、口頭等による申出については、いかなる場合においても正式な手続きとして受理しないものとする。 

また、前月１０日までに hacomono 上で所定の手続きが完了していない場合、当該月に係る変更・休会・退会等は適用されず、支払済みの費用について

も一切返金は行わないものとする。 

 

第 7条（単発トレーニング受講） 

１. スクール生は、定員に達していない他曜日他カテゴリートレーニングであれば単発参加ができる。選抜特進クラスの生徒は強化クラスと選抜特進クラス

への参加が可能です。強化クラスの生徒は強化クラスのみの参加となり選抜特進クラスの参加はできない。また、U-8の選手が U-10/U-12、U-10 の

選手が U-12 のトレーニング参加はできまない。ただし、事前にコーチの許可がある場合のみ上カテゴリーへの参加ができるものとする。 

２. 料金は１カテゴリー（U-8:60 分/U-10・12・15：70 分）参加費は一律：3,000円/回となります。トレーニングまでに hacomonoチケット購入で希望クラスの参

加申し込みをする。 

単発受講できるクラスは、エリート⇨エリート・選抜・強化  /  選抜 ⇒ 選抜・強化  /  強化 ⇒ 強化  /  女子 ⇒ 強化  /  フィジカル ⇒ 強化 

となります。 （※フィジカルクラスの無料体験は、カテゴリー関係なく一度のみ体験参加できます。） 

 

 



 

第 8条（除名） 

本スクールは次の各事項のいずれかに会員が該当する場合、その会員を除名することができる。なお、その際、納入済み費用は一切返金しない。 

１． 本スクールの規約及びその他ルールに違反する、または本スクールの名誉を傷つけ、他の会員・スタッフに対して迷惑となる行為があったとき。 

２． スクール参加に必要となる費用(単発クリニック含む)を３か月以上滞納し、本スクールから催促を受けたにも関わらず支払わない場合。 

３． スクール内にてスタッフ・アカデミー生及びその保護者などに対し、業種・分野を問わずに営業活動を行ったとき。 

４． その他、本スクールが正当な理由により除名することが望ましいと判断したとき。 

 

第 9条（スクール参加について） 

１． 本スクールより指定のない限り現地集合・現地解散とする。なお、本スクール参加に際し会員は安全に心がけ公共交通機関等のルールを遵守し、トレー

ニング終了後は速やかに帰宅すること。 

２． 練習時の服装は、本スクール指定のゲームシャツ・ゲームパンツ・ソックスを着用しなければならない。 

スクールウェアのデザイン・メーカー、販売価格は、在庫状況や物価の変動等により変更になることがある。 

３． 会員は施設利用上の注意事項を守り、また、トレーニング備品を大切に扱い、事故、けが等が起きないように注意しなければならない。 

第 10 条（免責事項） 

本スクール内で会員が起こした事故や金品の紛失、盗難等に関しては、施設管理者として運営・施設管理上の責任がない限り、本スクールは責任を負わな

いものとする。また、天災などの不可抗力により生じた事故等について責任は負わないものとする。 

また、スクール生がトレーニング中に負傷した場合はスクールスタッフが応急処置を行うなど、適した対応をする。 

 

第 11 条（保険） 

１． 全ての会員は本スクールが指定するスポーツ保険に加入しなければならない。保険の加入手続きは本スクールが一括にて行うものとする。 

２． 適用は入会申込及び初回参加費用納入確認後 1 ヶ月後からとする。 

３． 保険に関する運用方法は、加入する保険会社の運用に従う。 

 

第 12 条（入会金・年会費・月謝・ウェア代） 

１． 入会金は一律 12,000円、年会費は 8,000円とする（令和 8年 5 月 1 日現在） 

２． 年会費は、4〜12 月の入会は 8,000円、1/2/3 月入会 2,000円とする。 社会情勢、経済状況等の変動により著しく不相当のなった時は、変更すること

がある。 

３． 入会者は、入会時に当スクール指定のウェア（シャツ、短パン、ソックスのセット）を購入するものとする。なお、当該ウェアは新品の購入を必須とし、第三

者から譲渡されたものその他これに準ずるものの使用をもって購入に代えることはできないものとする。 

４． 兄弟姉妹割引の適用を希望する場合は、スクール運営管理システム（hacomono）のメッセージ機能により、毎月 8日までに事務局へ申請するものとし、   

申請があった場合は翌日より適用し、8日を過ぎた場合は翌々月より適用するものとし、申請がない場合は適用されないものとする。 

兄もしくは姉の月謝に適用され U-10、U-12 は 3,000円引き、U-8は 2,500円引きとする。 

   月途中での入会の場合は、META サッカースクールシステム（hacomono）メッセージで本部に申し出があった月の翌月から割引対象とする。 

※複数週割りとの併用はできないものとする。 

５． 月謝は下記となります。 

◆U-8 週 1/10,000円（税込）  週 2/17,000円（税込）  週 3/24,000円（税込） 週 4/30,000円（税込） 週 5/36,000円（税込） 

◆U-10,U-12週 1/12,000円（税込） 週 2/21,000円（税込） 週 3/30,000円（税込）  週 4/38,000円（税込） 週 5/46,000円（税込）  

※兄弟割りと複数週割りの併用はできません。 

月謝は、（hacomono）にご登録いただいたうえで、同システムのオンライン決済機能を利用し、口座振替またはクレジットカードによりお支払いいただくも

のとする。（みずほ銀行使用不可） 

７． 入会金・年会費・月謝は、社会情勢、経済状況等の変動により著しく不相当となった時は、変更することがある。 



 

８． 月謝およびこれに準ずる入会金、年会費、ウェア代等については、領収書その他これに準ずる書面の発行は、原則として個別に対応しないものとする。 

 

第 13 条（個人情報保護） 

本スクールは個人情報保護法の趣旨に従い、誠実に対応する。 

 

第 14 条（写真・映像の使用について） 

本スクールに参加する会員及び保護者の写真・映像などを公の場に広告宣伝等の材料として使用することがある。 

なお、希望しない場合、事前に申し出るものとする。 

第 15 条（変更・改正） 

本規約及び各種費用等は、社会情勢・経済状況等を考慮していつでも変更・改正することができる。変更・改正後は直ちに会員に対して公表する。 

 

第 16 条（付則） 

本規約に関して、規約内で定められていない事項に関しては別途附則及びそれに順ずるものを作成することができる。会員は附則及びそれに順ずるものに

対しても本規約と同時に、遵守しなければならない。 

 

第 17条（施行日） 

 本規約は令和 8年 5 月１日より施行する。 

本書の一部または全部を著作権法で定められている範囲を超え、株式会社ビスポークに無断で複写、複製、データ化することを禁じます。 


